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小金井市市営住宅長寿命化計画策定支援委託プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

 ⑴ 件名 

   小金井市市営住宅長寿命化計画策定支援委託 

 

 ⑵ 事業の目的 

   小金井市市営住宅長寿命化計画（以下「長寿命化計画」という。）は、市営住

宅の定期点検、劣化状況調査、事業スケジュールの見直し等を行い、福祉・社

会情勢などの様々な角度からより効率的な管理・運営ができるようにすること

を目的として策定する。 

 

 ⑶ 業務の内容 

   別紙仕様書（案）のとおり 

 

 ⑷ 履行期間  

   契約確定日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

 ⑸ 予算額（見積限度額） 

   ６，０１３千円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

   ※上限額を超えた提案は無効とします。 

 

 ⑹ 支払方法 

   業務完了後一括払い 

 

２ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式 

 

３ 審査委員会の設置 

  プロポーザルの審査を公正に行い、随意契約の相手方となる候補者（以下「候

補者」という。）及び次点者を選定するために「小金井市市営住宅長寿命化計画策

定支援委託プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置しま

す。  

 

４ 契約の相手方の決定方法 

  あらかじめ定められた審査基準に基づき、審査委員会で公正な審査を行い、候

補者及び次点者を選定します。 

  本業務委託の実施に際して、企画提案の内容をそのまま実施することを約束す
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るものではありません。選定後には、候補者と小金井市は、企画提案の内容をも

とにして、業務の具体的な仕様内容について協議と調整を行います。この調整が

まとまらない場合は、次点者に選定された者と調整を行うこととなります。 

 

５ 資格要件 

  本プロポーザルへ参加するための資格要件（以下「資格要件」という。）は、次

に示す全ての事項に該当する者とします。 

 ⑴ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける物品買入れ等競争入札

参加資格を有する者で、申請先自治体に「小金井市」の登録がなされている者

であること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

 ⑶ 小金井市から指名停止措置を受け、指名停止期間中でないこと。 

 ⑷ 小金井市契約における暴力団等排除措置要綱の別表各号に掲げる措置要件

に 該当しないこと。 

 ⑸ 国税及び地方税に滞納がないこと。 

 ⑹ 経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項

の規定に基づき更正手続開始の申立てをしているとき、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）第２１条第１項の規定に基づき再生手続開始の申立てをし

ているとき、手形又は小切手が不渡りとなっているとき等。）にないこと。 

 ⑺ 令和３年度から令和７年度までにおいて、小金井市又は他官公庁の長寿命化

計画等、公共施設の総合管理に関わる計画、その他公共施設の長寿命化に関わ

る計画に関する同種の履行完了実績があること。 

 ⑻ 中心的な役割を果たす担当者は、令和８年４月１日を基準として過去５年間

に類似業務の受託従事実績を有すること。 

 

６ プロポーザル日程について 

番号 内    容 期   日   等 

１ プロポーザル実施要領等の配布 

令和８年４月２０日（月） 

～ 

令和８年５月 １日（金） 

２ 参加希望申請書等の提出期限 令和８年５月 １日（金） 

３ 資格審査の結果通知発送 令和８年５月１３日（水） 

４ 質問書の提出期限 令和８年５月１５日（金） 

５ 質問書に対する回答 令和８年５月２０日（水） 

６ 企画提案書等の提出期限 
令和８年６月 ５日（金） 

正午まで 
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７ 第一次審査（書類審査） 

令和８年６月 ８日（月） 

～ 

令和８年６月１２日（金） 

８ 第一次審査の結果通知発送 令和８年６月１７日（水） 

９ 

第二次審査（企画提案書の審査、プ

レゼンテーション及びヒアリングの

実施） 

令和８年６月２５日（木） 

１０ 第二次審査の結果通知発送 令和８年７月   上旬 

１１ 事業候補者の決定 令和８年７月   上旬 

１２ 契約締結（予定） 令和８年７月   中旬 

 

７ プロポーザル実施要領等の配布場所及び期間 

 ⑴ 配布場所 

   「１６ 問合せ先」のとおり 

   ※市ホームページからもダウンロードできます。 

 ⑵ 配布期間 

   令和８年４月２０日（月）から５月１日（金）まで 

   （「１６ 問合わせ先」での配布は、土・日・祝日及び平日の正午から午後１

時を除く） 

 

８ 参加資格確認書類の提出 

 ⑴ 提出書類    

様式番号 提出書類の名称 部数 

１ 参加希望申請書 １部 

２ 会社概要及び類似業務実績 

※契約実績の内容が確認できる書類（契約書の写し等）を添付

してください。 

１部 

３ 業務実施体制及び担当者実績書 １部 

 

 ⑵ 提出期限  令和８年５月１日（金）まで 

        （持参の場合は土・日・祝日及び平日の正午から午後１時を除く） 

 ⑶ 提出方法  持参又は配達証明付き郵送サービス（当日必着）により提出し

て下さい。 

 ⑷ 提出先  「１６ 問合せ先」のとおり 

 ⑸ 資格要件の確認 

   提出書類を基に参加資格の確認を行い、令和８年５月１３日（水）までに結

果を郵便で申請者へ発送します。 
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９ 質疑と回答 

 ⑴ 提出書類  質問書（様式４） 

 ⑵ 提出期限  令和８年５月１５日（金）午後５時まで 

 ⑶ 提出方法  電子メール又は持参。なお電子メールの場合は、送信後「１６ 

問合せ先」に電話で着信確認をお願いします。通信事故について

は、市はいかなる責任も負わないものとします。 

 ⑷ 提出先  「１６ 問合せ先」のとおり 

 ⑸ 質問回答  令和８年５月２０日（水） 

   ※ 回答は、担当部署において事項別に取りまとめを行い、小金井市ホーム

ページで公表します（個別回答は行いません。）。 

 

10 企画提案書等の提出 

 ⑴ 提出書類 

様式番号 提出書類の名称 規格 提出部数 

任意様式 企画提案書 Ａ４縦、横書き、１

２ポイント、明朝

で作成 

６部（記名１部、無記名５

部） 

任意様式 見積書（税抜及

び税込） 

内訳書 

Ａ４縦 ６部（記名１部、無記名５

部） 

様式３ 業務実施体制及

び担当者実績書 

Ａ４縦 ６部（記名１部、無記名５

部） 

※ 企画提案書等は上表の順序で製本し、インデックスをつけ、簡易なＡ４ファイ

ルで提出して下さい。 

  なお、無記名分においては、事業者名が特定される記述やロゴマーク等は削除

した上で、副本として整えて下さい。 

 ⑵ 提出期限  令和８年６月５日（金）正午まで 

 ⑶ 提出方法  電子メール、持参又は配達証明付き郵送サービス。なお電子メ

ールの場合は、送信後「１６ 問合せ先」に電話で着信確認をすること。通信

事故については、市はいかなる責任も負わないものとする。 

 ⑷ 提出先  「１６ 問合せ先」のとおり 

 

11 企画提案書の内容・記載を要する事項 

 ⑴ 業務の視点について 

 ⑵ 市及び市営住宅の状況を考えた提案内容について 

 ⑶ 実施体制、業務フロー及び業務遂行スケジュール 

 ⑷ 業務経験について 



 5 

 ⑸ 別紙「小金井市市営住宅長寿命化計画策定支援委託仕様書（案）」の各事項に

基づく提案者の業務手法及び優位性 

  

12 プロポーザル審査方法 

  庁内に審査委員会を設置し、提案内容について「選定審査基準」に基づき、第

一次審査及び第二次審査を行い、総得点で第１位の者を候補者として選定します。

また、第２位の者を次点者として併せて選定します。なお、第１位もしくは第２

位の得点が２者以上で同点だった場合は、審査委員会により別途協議し、候補者

もしくは次点者を選定します。 

 ⑴ 審査基準  別紙「小金井市市営住宅長寿命化計画策定支援委託プロポーザ

ル審査基準」のとおり 

 ⑵ 第一次審査（書類審査） 

   審査委員会において、提出された企画提案書等を対象に審査し、得点が高い

順に上位５事業者を一次審査通過とします。 

   ただし、応募事業者が５者以下であった場合は第一次審査を行わないものと

し、第二次審査において、企画提案書等についても併せて審査することとしま

す。 

 ⑶ 第二次審査（企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリング） 

  ① 審査委員会において、企画提案書の内容等についてプレゼンテーション及

びヒアリングを実施し、候補者及び次点者を選定します。 

    なお、総得点が高得点であっても仕様書に沿わない場合や、得点が著しく

低い審査項目がある場合は、候補者に選定しないことがあります。 

    また、応募事業者が一者のみであった場合も第二次審査は実施することと

し、第二次審査の評価が一定の水準を下回った場合は不合格とし、再度候補

者選定を行うこととします。 

  ② 審査は、非公開とします。 

  ③ プレゼンテーション及びヒアリング実施方法 

   ア 一者につきプレゼンテーション２０分以内、ヒアリング１０分程度とし

ます。 

   イ 提出した資料を用いてプレゼンテーションを行っていただきます。 

   ウ 出席者は、３人以内とし、実際の業務において業務責任者となる者は必

ず参加して下さい。 

   エ プレゼンテーション及びヒアリングに参加しない場合は、失格とします。 

     ただし、交通機関等の事故等真にやむを得ない理由がある場合は、速や

かに事務局に連絡して下さい。 

   オ パワーポイント等の使用は可。プレゼンテーションに機器が必要な場合

は、全て提案者側で用意（ただし、プロジェクター及びスクリーンは市で

用意。）します。プレゼンテーション資料には事業者が特定される内容やロ
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ゴマーク等を記載しないでください。 

 

13 審査結果 

 ⑴ 第一次審査の結果は、令和８年６月１７日（水）に、企画提案書等を提出し

た全者に郵便で発送します。 

 ⑵ 第二次審査の結果は、令和８年７月上旬に、第二次審査に参加した全者に郵

便で発送します。 

 ⑶ 候補者に選定されなかった参加者は、審査結果を受け取った日の翌日から起

算して７日（閉庁日を除く。）以内に、書面により選定されなかった理由の説明

を求めることができます。 

 ⑷ 前項により説明を求められたときは、説明を求めることのできる最終日の翌

日から起算して１０日（閉庁日を除く。）以内に書面により回答します。 

 

14 事業候補者決定後の契約締結について 

  審査委員会が市長に審査結果を報告し、市長が候補者として決定した後、調整

を経て、契約手続き（随意契約）を行います。 

  また、原則として、当該随意契約を行う期間については、契約金額・仕様の変

更は行わないものとします。 

 

15 留意事項 

 ⑴ 小金井市は、参加者が提出した資料（以下「提出資料」という。）を次のとお

り取扱うものとします。 

  ① 提出資料が次のいずれかに該当する場合、当該提出資料を無効とします。 

   ア 本実施要領の規定に違反した記載がされているもの 

   イ 虚偽の内容が記載されているもの 

   ウ 見積書の通貨が日本円で記載されていないもの 

   エ その他、設定した条件を満たしていない場合 

  ② 提出資料は、返却しません。 

  ③ 小金井市が、本委託業務のプロポーザルに関する報告、公表等のために必

要な場合は、参加者の承諾を得て提出資料の内容を無償で使用できるものと

します。提出資料は、選考を行う作業において必要な範囲で複製を作成する

ことがあります。 

  ④ 提出資料は小金井市情報公開条例に基づく公開対象ですが、候補者決定前

に、参加者数、参加者名その他の参加者に関する情報については公開、提供

しないこととします。 

 ⑵ 参加者は、参加希望申請書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した

辞退届（様式自由）を提出して下さい。 

 ⑶ 小金井市が提供する資料は、小金井市の許可なく公表及び目的外に使用する
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ことはできません。 

 ⑷ 応募に際して要した費用は、参加者の負担とします。 

 ⑸ 提出後の企画提案書等の修正又は変更はできません。 

 ⑹ 候補者が契約までに、応募資格等を喪失した場合や、契約に際して事故があ

る場合もしくは仕様書の調整がまとまらない場合は、次点者を候補者とする場

合があります。 

 ⑺ 市ホームページ（入札契約情報）に掲載している「業務委託契約書（約款）」、

「小金井市競争入札等参加者心得」及び「小金井市契約における暴力団等排除

措置要綱」の内容を熟知のうえ参加して下さい。 

 ⑻ 契約の相手方は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を契約締結時

に納付しなければなりません。ただし、小金井市契約事務規則第４７条第２項

各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することがあり

ます。  

 

16 問合せ先 

  〒１８４－８５０４ 

  小金井市本町六丁目６番３号  

  小金井市都市整備部まちづくり推進課住宅係 

電 話：０４２－３８７－９８６１ 

E-mail：s060899@koganei-shi.jp 

 


